
 

太田市地区商工団体運営事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、商業の振興と発展を図ることを目的に市内の商工団体及び商店街振

興組合（商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条に規定する商店街振興

組合をいう。以下同じ。）（以下「商工団体等」という。）が実施する中小商工業の振興発

展と地域性豊かな街づくりを推進する事業（以下「事業」という。）に要する経費の一部

に対し太田市地区商工団体運営事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

ついて、太田市補助金等に関する規則（平成１７年太田市規則第７６号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる商工団体等は、別表に掲げるとおりとする。 

（補助対象経費） 

第３条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、事業に要する経費

のうち、事業費及び管理費とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の総額（その

額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、補

助対象経費の２分の１の額を限度とする。 

⑴  均等割額 商工団体５０，０００円 商店街振興組合１００，０００円 

 ⑵ 会員数割額 補助金の交付の申請をした日の属する会計年度の４月１日現在の補助

対象者の会員数に１，１００円を乗じて得た額 

 ⑶ 事業費割額 補助対象経費の額に市長が定める１０分の１以内の率を乗じて得た額   

２ 補助金は、予算の範囲内において交付する。 

（書類の整備等） 

第５条 補助金の交付を受けた商工団体等は、事業に係る収入及び支出についての証拠書

類を整備し、当該事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管しなけ

ればならない。 

（その他） 

第６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 



（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に

より補助金の交付の決定を受けた商工団体等については、第５条の規定は、この要綱の

失効後も、なおその効力を有する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、同年

３月３１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第２条関係） 

補助金の交付を受けることができる商工団体等 

南太田商工振興会 

石橋町商工業会 

鳥之郷商工業会 

韮川商工振興会 

西九合商工振興会 

太田商栄会 

五丁目商栄会 

浜町商工振興会 



太田南一番街商店街組合 

太田北口駅前商店街振興組合 

 


